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Reuse
Recycle

～循環型地域社会の形成に向けて～

産業廃棄物の
適正処理のために

岩手県岩手県

不法投棄は通報を！

または、最寄りの各広域振興局、各保健福祉環境センターへお問い合わせ下さい。

マニフェスト等の相談
（一社）岩手県産業資源循環協会
〒020－0023　盛岡市内丸16－15　内丸ビル5F

※産業廃棄物の相談についても、上記へお問い合わせください。

TEL 019－625－2201、2203  FAX 019ー624－1920

廃棄物処理センター

（一財）クリーンいわて事業団　いわてクリーンセンター
〒023－1101　奥州市江刺岩谷堂字大沢田113
TEL 0197－35－6700  FAX 0197ー35－7776
いわて県北クリーン（株）　いわて第2クリーンセンター
〒028－6505　九戸郡九戸村大字江刺家第20地割48－34
TEL 0195－42－4085  FAX 0195ー42－4550

〒020－0023　盛岡市内丸11－1
☎019－629－6563

〒025－0075　花巻市花城町1－41
☎0198－41－5405

〒023－0053　奥州市水沢大手町5－5
☎0197－48－2422

〒021－8503　一関市竹山町7－5
☎0191－26－1412

〒026－0043　釜石市新町6－50
☎0193－27－5523

〒027－0072　宮古市五月町1－20
☎0193－64－2218

〒022－8502　大船渡市猪川町字前田6－1
☎0192－22－9814

〒028－8042　久慈市八日町1－1
☎0194－66－9681

〒028－6103　二戸市石切所字荷渡6－3

編集：（一社）岩手県産業資源循環協会
発行：岩手県環境生活部資源循環推進課

☎0195－23－9219

盛岡広域振興局（環境衛生課）

花巻保健福祉環境センター（環境衛生課）

県南広域振興局（環境衛生課）

一関保健福祉環境センター（環境衛生課）

沿岸広域振興局（環境衛生課） 宮古保健福祉環境センター（環境衛生課）

大船渡保健福祉環境センター（環境衛生課） 県北広域振興局（環境衛生課）

二戸保健福祉環境センター（環境衛生課）

●不法投棄を見かけた方は、不法投棄者の特徴や車両のナンバー、場所、種類などを通報してください。
●不法投棄された廃棄物は現状のまま通報してください。

岩手県  環境生活部  資源循環推進課　〒020－8570　盛岡市内丸10－1
TEL 019－629－5366、5388  FAX 019ー629－5369

盛岡市  環境部  廃棄物対策課　〒020－8531　盛岡市若園町2－18
TEL 019－651－4111（代表）  FAX 019ー626－4153
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H31.4.1（一社）岩手県産業廃棄物協会から名称を変更しました
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　５月19日、第11回定時総会を2019年以来の集合方式で盛会裏に終了することができま
した。任期満了に伴う役員改選では、新任７名を含む計21名が御信任をいただき、新体
制が整いました。本年度は交流連携の再開・拡大とともに、会員の得意分野等を検索で
きる統合システムの整備により、受注拡大と災害対策を強化することとしています。内
外の期待と信頼に応えるため、会員支援と社会貢献を総合的に推進する所存です。
　本会は、環境産業を代表する団体として1985年に設立されました。1990年の法人化、
2019年の名称変更等の体制整備を経て、会員数は当時の57社から241社となりました。
この間、基幹業務である優良産業廃棄物処理業者の認定登録や人材育成とともに、災害
廃棄物処理、環境学習、地域美化等の広範な社会貢献を展開することができました。各
界の御支援に心から感謝申し上げます。
　本業界は、適正処理とリサイクルの主要なプロセスにより、環境政策の草創期から排
出者責任制度の基盤を担ってきました。廃棄物はあらゆる産業活動と日常生活から発生
するため、温室効果ガスと共通する対策の難しさがあります。加えて、新素材や性状の
多様化などの状況もあって、時代の要請に応えるビジネスモデルが継続的な課題です。
　近年、環境技術の進歩により再生資材の品質が向上して、廃棄物と有価物の境界が変
化しています。この背景には、資源の消費を抑えつつ、新たな付加価値を生み出す循環
経済の大きな潮流があります。社会全体の革新です。
　国の循環型社会形成推進基本計画では、全ての製品及びサービスのライフサイクルで
環境負荷の削減を目指しています。各種リサイクル法や昨年施行されたプラスチック資
源循環法により、製造、使用、処分、３Ｒなど各段階の取組と全体的な連携が求められ
ています。
　本県においても、再生資源利用製品認定制度の普及活用を期して、県営建設工事の特
記仕様書及び工事成績評定により同製品を推奨するなど、本会の提言により「資源循環
の輪」を構築する施策が順次実現しています。
　本会は国のガイドライン等に定められたエッセンシャルワーカーです。非常時にあっ
ても事業を継続しつつ、県市町村との協定により災害廃棄物処理を支援して県民生活を
支えて参ります。今後とも、御指導と御鞭撻をよろしくお願い申し上げます。

持続可能な社会の構築に向けて
一般社団法人岩手県産業資源循環協会　会長　濱　田　　博
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　一般社団法人岩手県産業資源循環協会におかれましては、岩手県産業廃棄物処理業者
育成センターの運営を始め、産業廃棄物の処理業者や排出事業者を対象とした各種研修
会の開催などを通じ、優良な産業廃棄物処理業者の育成や産業廃棄物の適正処理推進に
向けた普及啓発を積極的に展開されるなど、日頃から本県の廃棄物行政の推進に多大な
る御協力を賜り、厚く御礼申し上げます。
　また、会員各位におかれましても、これらの取組を通じ、最新の知識や技術の研さん
を日々重ねられ、廃棄物処理業の信頼の向上に努められていることに対しまして、深く
敬意を表します。
　本年７月に秋田県で大雨災害が発生するなど、近年大規模な自然災害が頻発していま
す。県ではこのような災害においても円滑な廃棄物処理ができるよう、「いわてクリー
ンセンター」の後継となる、公共関与型最終処分場の整備を進めています。貴協会では、
県内各市町村との災害廃棄物処理協定の締結や災害廃棄物処理に備えた訓練の実施な
ど、災害発生時の迅速な対応に向けた体制整備に御尽力されており、大変心強く感じて
おります。
　また、本年６月に高田松原復興記念公園にて開催された第73回全国植樹祭は、東日本
大震災津波からの復興を国内外に発信する機会となりました。東日本大震災津波により
生じた災害廃棄物の処理に当たりましても、貴協会の皆様に御協力いただきましたこと
に、改めて感謝申し上げます。
　県では、国の地球温暖化対策計画の改訂やエネルギー価格の高騰といった社会情勢を
踏まえ、本年３月に「第２次岩手県地球温暖化対策実行計画」の改訂を行いました。本計
画は、温室効果ガス排出量 2050（令和32）年度実質ゼロを見据え、本県の地域資源を最
大限に活用し、地球温暖化対策に積極的に取り組むために策定したものです。
　廃棄物の処理によっても二酸化炭素などの温室効果ガスが発生することから、処理量
を削減するとともに、焼却処理や埋立処分せざるを得ない廃棄物についても、その廃棄
物が持つエネルギーを有効活用していくことが必要です。脱炭素化や３Ｒ推進に取り組
む市町村、事業者への支援に一層尽力し、循環型社会の形成に加え、脱炭素社会の実現
を目指し取り組んでまいります。
　これらの循環型地域社会に向けた施策の推進や廃棄物行政を取り巻く様々な課題の解
決について、貴協会と一丸となって取り組んでまいりたいと考えておりますので、引き
続き貴協会及び会員の皆様の御協力・御支援をよろしくお願いいたします。
　結びに、貴協会のますますの御発展と、会員の皆様の御健勝、御多幸を心から祈念い
たします。

令和５年度の循環型地域社会の
形成に向けた取組

岩手県知事　達　増　拓　也
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　「一般社団法人岩手県産業資源循環協会」におかれましては、日頃より、県内における
産業廃棄物処理の中心的な役割を担われており、優良産業廃棄物処理業者の育成や、電
子マニフェストの普及、情報提供、各種研修等を通じ、専門的な知識や高度な技術の普
及等に努められ、産業廃棄物の適正処理の推進に御尽力いただいていることに、深く感
謝を申し上げます。
　また今般、新型コロナウィルス感染症が５類移行となりましたが、この間本市の産業
廃棄物処理が停滞することなく、廃棄物の適正処理を通して、生活環境の保全と公衆衛
生の向上に御尽力を賜っておりますことに、重ねて感謝を申し上げます。
　さて、近年、地球温暖化が原因とみられる気候変動の影響により、豪雨、猛暑などの
異常気象が多発しており、とりわけ、非常に激しい雨が同じ場所で降り続く線状降水帯
による豪雨災害は甚大な被害をもたらしております。今年７月14日からの大雨により大
規模な浸水被害が発生した秋田市に対し、本市からも災害廃棄物の処理に関する支援の
ため職員及び車輌を派遣しました。
　県内におきましても、平成23年の東日本大震災をはじめとして、各地で甚大な被害を
受け、いつどこで災害が起こるか分からない状況であります。そのような中、平成26年
３月に貴協会との間で締結した「災害時における廃棄物の処理に関する協定」は、大変心
強く感じているところです。災害時に発生する大量の廃棄物を迅速に処理することは、
災害からの復旧・復興を推し進める上で極めて重要でありますことから、引き続き、適時・
的確に対処するための体制づくりを進めてまいりたいと存じておりますので、御協力を
頂きますようお願い申し上げます。
　また、本市は本年１月に、ニューヨーク・タイムズ紙の「2023年に行くべき52カ所」に
おいて、ロンドンに次ぐ２番目に選ばれ、全国的にも大きく注目を集めております。本
市の魅力に更に磨きをかけ、市民の皆様とともに国内外から多くの皆様を「おもてなし
の心」でお迎えしようと気持ちを新たにしたところであります。
　岩手が誇る優れた環境を守りながら次の世代に引き継ぎ、廃棄物処理を通じて地域の
安全・安心に寄与することができるよう、引き続き、貴協会と緊密に連携してまいりた
いと存じますので、さらなる御支援・御協力を賜りますようお願い申し上げます。
　結びに、貴協会のますますの御発展と会員の皆様方の御活躍を祈念申し上げ、挨拶と
いたします。

廃棄物の適正処理推進に向けて
盛岡市長　内 　舘 　　茂
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年　度 月 主たる活動内容 会場等
平成１３年度 ６月 ● 「社団法人　岩手県産業廃棄物協会　胆江支部」設立 プラザイン水沢

平成１４年度

5月
● 研修視察
　2002NEW環境展視察

東京ビックサイト

８月

● 研修会
　・岩手県廃棄物処理計画と新制度の導入について
　　講師：岩手県産業廃棄物処理協会　専務理事　千葉長一氏
　・産業廃棄物処理業の将来について
　　講師：㈱東北ターボ工業　代表取締役社長　生内邦雄氏

プラザイン水沢

１１月
● 視察研修
　・ウェスティック2002（幕張メッセ）
　・柏プラネット

千葉県千葉市・柏市

2月
● 研修会
　・岩手クリーンセンターの現状と今後の廃棄物の行方
　　講師：岩手県資源循環推進課　課長補佐　船山道夫氏

プラザイン水沢

平成15年度

8月

● 講習会
　・産業廃棄物業者の格付けについて
　　講師：(社)岩手県産業廃棄物協会　副会長　斎藤義光氏
　・クリーンセンターの現状と今後の課題について
　　講師：(財)クリーン岩手事業団　いわてクリーンセンター
　　　　　所長　千田雅嗣氏

いわてクリーンセンター

9月

● 研修視察
　廃ガラスリサイクル工場及び溶融炉工場視察
　・株式会社環境保全サービス
　・クボタ北上資源化センター

水沢市・北上市

10月

● 研修視察
　(社)岩手県産業廃棄物協会胆江支部・二戸支部合同研修会
　・葛巻林業株式会社工場視察
　・青森・岩手県境の産業廃棄物不法投棄現場視察
　・有限会社八紘カイハツ事業所視察

二戸市・葛巻町ほか

11月
● 研修視察
　・ウェスティック2003（幕張メッセ）
　・株式会社熊谷カーボン

千葉県千葉市
埼玉県熊谷市

1月

● 講習会
　・岩手県産業廃棄物税制度について
　　講師：水沢地方振興局税務部課税課　主任　小野寺利行氏
　・産業廃棄物処理業者の格付け及び基準適合産業廃棄物処理業者認定申請
　　について
　　講師：岩手県産業廃棄物処理業者育成センター
　　　　　事務局長　内村彰良氏

プラザイン水沢

岩手県産業資源循環協会　県南支部　事業活動報告

特集 県南支部特集
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年　度 月 主たる活動内容 会場等

平成１６年度

5月
● 研修視察
　2004NEW環境展視察

東京ビックサイト

6月
● 交流会
　第１回支部長杯ゴルフコンペ

金ケ崎町
　栗駒ゴルフ倶楽部

9月

● 研修視察
　廃棄物処理施設先進地の視察
　・盛岡・紫波地区環境施設組合清掃センター
　・株式会社青南商事盛岡支店アルトレック矢巾

矢巾町

11月
● 研修会
　・胆江地区循環型社会形成セミナー

水沢市文化会館

1月
● 研修会
　・管理職の経営姿勢と財務分析
　　講師：土岐経営支援事務所　代表　土岐徹郎氏

プラザイン水沢

平成17年度

5月
● 研修視察
　2005NEW環境展視察

東京ビックサイト

6月

● 祝賀会
　門脇生男氏の(社)岩手県産業廃棄物協会会長就任祝賀会

プラザイン水沢

● 社会貢献事業
　水沢地方振興局主催産業廃棄物不法投棄巡回パトロール

延べ５日間

胆江地区内７市町村
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年　度 月 主たる活動内容 会場等

平成17年度

11月

● 祝賀会
　株式会社環境保全サービス様　米国公益法人世界学術研究アカデミー財団
　「学術研究アカデミア賞」授賞祝賀会

プラザイン水沢

● 交流会
　第２回支部長杯ゴルフコンペ

金ケ崎町
　栗駒ゴルフ倶楽部

● 研修視察
　廃棄物処理施設及び資源リサイクル施設先進地の視察
　・能代森林資源利用協同組合
　・株式会社能代資源

秋田県能代市

1月
● 研修会
　これからの広域行政の圏域と地方振興局
　講師：岩手県総合政策室経営評価課　課長　吉田和明氏

プラザイン水沢

平成18年度

5月

● 研修会
　アスベスト講習会（建設業組合と共催）

プラザイン水沢

● 研修視察
　2006NEW環境展視察

東京ビックサイト

11月
● 交流会
　第３回支部長杯ゴルフコンペ

金ケ崎町
　栗駒ゴルフ倶楽部

12月

● 研修視察
　・株式会社BWM大和プラント
　・JEF環境株式会社
　・都築鋼産株式会社いわき処分場

宮城県黒川郡・仙台市
福島県いわき市

平成19年度

5月
● 研修視察
　2007NEW環境展視察

東京ビッグサイト

9月
● 研修視察
　・六ケ所村原子燃料リサイクル施設ＰＲセンター
　・六ケ所村むつ小川原国家石油備蓄基地

青森県六ケ所村

2月

● 祝賀会
　門脇生男氏環境大臣表彰授賞祝賀会

プラザイン水沢

特集 県南支部特集

8 循環いわて 



年　度 月 主たる活動内容 会場等

平成20年度

5月
● 研修視察
　2008EW環境展視察

東京ビックサイト

9月
● 交流会
　第４回支部長杯ゴルフコンペ

金ケ崎町
　栗駒ゴルフ倶楽部

10月
● 研修視察
　・株式会社丹野蔵王処理センター
　・株式会社丹野エコプラザ

山形県山形市・上山市

1月

● 地区懇談会（以降毎年実施）

プラザイン水沢

平成21年度

5月
● 研修視察
　2009NEW環境展視察

東京ビックサイト

8月
● 研修会
　・産業廃棄物処分業者スキルアップ研修（県南広域振興局主催）

水沢翠明荘

11月
● 研修視察
　猪苗代優良堆肥製造施設

福島県耶麻郡猪苗代町

平成22年度

5月
● 研修視察
　2010NEW環境展視察

東京ビックサイト

10月
● 研修視察
　ジャパン・フジリサイクルセンター

栃木県真岡市

12月
● 研修会
　・県内の企業動向について
　　講師：帝国データバンク　盛岡支店　支店長　豊山智氏

プラザイン水沢

平成23年度

5月
● 研修視察
　2011NEW環境展視察

東京ビックサイト

7月
● 交流会
　ボウリング大会及びビアガーデン

奥州市内

10月
● 研修視察
　・最上クリーンセンター

山形県最上郡

1月
● 研修会
　・暴力団排除条例・暴対法改正への対応
　　講師：水沢警察署

プラザイン水沢
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年　度 月 主たる活動内容 会場等

平成24年度

5月
● 研修視察
　2012NEW環境展視察

東京ビックサイト

7月
● 交流会
　ボウリング大会及びビアガーデン

奥州市内

1月

● 研修視察
　・環境開発株式会社

石川県金沢市

平成25年度

5月
● 研修視察
　2013NEW環境展視察

東京ビックサイト

6月
● 産廃不法投棄防止活動
　不法投棄監視合同パトロール

奥州市・金ケ崎町内

8月
● 交流会
　ボウリング大会及びビアガーデン

奥州市内

9月
● 研修視察
　加山興業株式会社プラスチックリサイクル工場

愛知県豊川市

12月

● 研修会
　・産業廃棄物の適正処理について
　・いわて地球環境にやさしい事業所認定について
　・エコドライブについて
　　講師：県南広域振興局より

奥州市市民文化会館

平成26年度

5月
● 研修視察
　2014NEW環境展視察

東京ビッグサイト

6月
● 産廃不法投棄防止活動
　不法投棄監視合同パトロール

奥州市・金ケ崎町内

8月
● 交流会
　ボウリング大会及びビアガーデン

奥州市内

11月
● 研修視察
　株式会社キンセイ産業

群馬県高崎市

平成27年度 5月

● 研修視察
　2015NEW環境展視察

東京ビックサイト

特集 県南支部特集

10 循環いわて 



年　度 月 主たる活動内容 会場等

平成27年度

6月
● 産廃不法投棄防止活動
　不法投棄監視合同パトロール

奥州市・金ケ崎町内

11月
● 研修会
　石坂産業株式会社

埼玉県入間郡

平成28年度

5月

● 研修視察
　2016NEW環境展視察

東京ビックサイト

6月

● 地域拡大及び名称変更
　・一関市及び平泉町を組み入れる
　・「胆江支部」から「県南支部」に改める

第４回通常総会

8月

● 研修会
　・岩手県内における不適正処理事案の紹介
　　講師：県南広域振興局　吉田敬幸氏
　・業界を取り巻く全国的な課題について
　　講師：岩手県産業廃棄部協会　吉田茂氏

プラザイン水沢

9月

● 災害協定
　「災害時における廃棄物の処理等に関する協定」締結
　奥州市長ほか

奥州市役所

11月
● 研修視察
　株式会社鳥取再資源化研究所

鳥取県東伯郡

2023. 9. No.5 11



年　度 月 主たる活動内容 会場等

平成29年度

5月
● 研修視察
　2017NEW環境展視察

東京ビックサイト

6月

● 害協定
　「災害時における廃棄物の処理等に関する協定」締結
　金ケ崎町長ほか

金ケ崎町役場

7月
● 研修会
　・最近の廃棄物処理法の取り巻く情勢について
　　講師：県南広域振興局　吉田敬幸氏

東水沢グランドホテル

10月
● 研修視察
　スーパーエコタウン

東京都（公益財団法人東京都環
境公社）

平成30年度

5月
● 研修視察
　2018NEW環境展視察 東京ビックサイト

11月
● 研修視察
　環境開発株式会社 石川県金沢市

3月
● 研修視察
　2019NEW環境展視察 東京ビックサイト

令和１年度

6月
● 名称変更
　「岩手県産業廃棄物協会　県南支部」から
　「岩手県産業資源循環協会　県南支部」に改める

第７回通常総会

11月
● 研修視察
　東京電力廃炉資料館 福島県双葉郡

2月

● 研修会
　・産業廃棄物業界における最近の動向について
　　講師：一般社団法人岩手県産業資源循環協会
　　　　　副会長　新沼　学　氏

プラザイン水沢

令和２年度

6月 ● 通常総会（書面議決）

7月
● 災害協定
　「災害時における廃棄物の処理等に関する協定」締結
　一関市長・平泉町長ほか

一関市役所

特集 県南支部特集

12 循環いわて 



年　度 月 主たる活動内容 会場等

令和２年度

7月

2月

● 研修会
　・災害廃棄物処理協定について
　　講師：一般社団法人岩手県産業資源循環協会
　　　　　事務局長　玉懸博文氏

プラザイン水沢

令和3年度 6月 ● 通常総会（招集による通常開催）

令和4年度

5月
● 研修視察
　2022NEW環境展視察

東京ビックサイト

11月

● 研修会
　・石綿（アスベスト）飛散防止対策の強化について
　　講師：岩手労働局花巻労働基準監督署
　　　　　安全衛生課長　大川　友和氏

プラザイン水沢

2月

● 研修会
　・産業廃棄物業界における最近の動向
　　講師：一般社団法人岩手県産業資源循環協会
　　　　　会長　濱田　博　氏
　・災害廃棄物処理対応について
　　講師：一般社団法人岩手県産業資源循環協会
　　　　　事務局次長　小原　譲　氏

プラザイン水沢

3月

● 研修視察
　Ｊ＆Ｔ環境株式会社

神川県横浜市
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「循環いわて」県南支部特集掲載にあたり一言ご挨拶いたします。
岩手県産業資源循環協会　県南支部　支部長　髙　橋　　優

　新型コロナウイルス感染症が5月8日に2類から5類への移行が行われ、生活様式が
徐々に以前の状態に戻りつつあるように感じます。しかし、依然として県内において感染
者数が多く、新たな防疫対策が必要であるという認識に賛同します。この状況下で、感
染の拡大を抑制し、地域社会の安全を確保するためには、引き続き慎重かつ責任ある行
動が求められます。感染予防のために手洗いやマスクの着用、ソーシャルディスタンスの
確保といった基本的な対策は依然として大切です。また、ワクチン接種の普及を促進し、
感染拡大を防ぐための努力も必要であると考えます。
　また、日頃から県協会事務局をはじめ、当協会の会員の皆様には、当支部の活動に対
する多大なご協力とご支援をいただいており、そのことに深く感謝申し上げます。今後も
皆様との協力を大切にし、さらなる成長と発展を遂げるために努力し続けます。どうぞこれからも変わらぬご支援を
賜りますようお願い申し上げます。お力添えいただき、ありがとうございます。
　さて、当支部は岩手県産業資源循環協会の歴史において、平成13年6月に県内初の支部として「胆江支部」を設立
したことは、我々の協会における重要な節目であったと考えます。この支部の設立以来、私たちは地域社会への貢献
をより効果的に行うための手段を手に入れたと感じています。この支部の活動は、専門的な知識を養成するための会
員研修を積極的に実施することから始まり。これにより、我々のメンバーは廃棄物処理法を始め環境問題に対処する
ために必要なスキルと情報を習得し、地域社会への貢献に向けた準備を整えました。また、行政主催ではありました
が不法投棄防止活動に対する取り組みも、この支部の一環として行われ、地域社会の美化と環境保護に向けた取り
組みは、私たちの使命の一部であり、地域の健全な発展に貢献する重要な要素と考え取り組んでまいりました。
　さらに、会員同士の親睦を深める活動も、支部内の協力関係を強化するために行われてきました。この連帯感と協
力は、地域社会への貢献をより一層効果的にするのに役立つものと考えております。
　これらの活動を通じて、我々は県南地域での環境保護と持続可能な発展への貢献を続け、協会の使命を果たすた
めに力を合わせています。支部の設立からの歴史を振り返りつつ、これからも新たな成果を積み重ねていく覚悟であ
ります。
　平成28年には一関市及び平泉町を含む県南支部として、名称を改めました。この変更により、地域のさらなる範囲
での活動が可能となり、地域社会における我々の役割が拡大いたしました。平成28年には、「災害時における破棄
物の処理等に関する協定」（通称：災害時協定）を奥州市と締結し、災害発生時における緊急対応体制を整えまし
た。その後、平成29年には金ケ崎町、令和２年には一関市及び平泉町とも協定を締結し、災害時の協力ネットワーク
をより強化しています。　
　最後に、改めて新型コロナウイルス感染症の完全な終息を心より願っています。感染拡大の影響から早く解放さ
れ、日常生活が安心して取り戻せることを願っております。また、最近の物価高騰や燃料費の上昇など、経済的な厳し
い状況に直面していることを理解しています。この困難な時期に、会員各社がしっかりと立ち向かい、繁栄を維持で
きるようお祈り申し上げます。困難な状況でも、結束し協力し合い、乗り越えていけることを信じています。さらに、岩
手県産業資源循環協会の加入会員各社に対し、益々の発展と繁栄を祈念いたします。地域社会への貢献と環境保
護の使命を共有し、協力し続けることで、より持続可能な未来を築いていけると信じています。困難な状況に立ち向
かいながら、皆様が安全で健康な日 を々過ごし、成功を収めることを心より願い県南支部からのご挨拶とさせていた
だきます。

特集 県南支部特集

14 循環いわて 
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標準バケットシリンダ 倒立バケットシリンダ

コベルコの新たな信頼性向上技術、誕生！

バケットシリンダが
作業対象物に接触しやすい作業におすすめ

産業廃棄物処理をはじめとする各種ハンドリング作業、河川改修や浚渫、地盤

改良工事など、 アームを作業対象物に深く差し込む作業では、 バケットシリ

ンダの損傷による作動油トラブルをいかに防ぐかが、大きな現場課題です。 

コベルコはその解決のため新たな技術を採用。それが逆転の発想から生み出

された倒立バケットシリンダです。

● シリンダロッドの損傷に起因する油漏れの発生リスクを軽減。

● シリンダ配管の破損トラブルがないロッド内配管構造。

● 蛇腹カバーを必要とせず、ロッドシール交換などの頻度も低減可能。

● バケットシリンダ自体の交換サイクルを延長。

倒立バケットシリンダ
180゜

019-637-0444／　　   019-637-1868盛岡営業所
〒020-0891  岩手県紫波郡矢巾町流通センター南2丁目6番24号

TEL. FAX.
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育成センターホームページが
リニューアルしました！
それに伴い、令和６年度から格付け申請が

オンラインでの申請受付となります。

育成センターホームページ概要

　育成センターは、平成15年に当協会が「産業廃棄物処
理業者育成センター」の知事指定を受けて格付制度の運
用を開始し、平成18年に現在の３ランク化となり、今年
で20年目となります。
　現在の格付認定業者数は96社。認定業者数は横ばいで
すが、ランクの上位移行が進み、優良な産業廃棄物処理
業者が増加しています。
　今後は、さらに優良な産業廃棄物処理業者を育成し、
認定業者数を増やすため、ホームページをリニューアル
し、検索サイトでの格付業者の情報公開（PR）、申請手続
き、審査業務の効率化を図るため、電子申請システムを
導入いたしました。

　電子申請制度の説明会を
３月に予定しております。
　詳細が決まり次第、皆様
にご案内いたしますので、ぜ
ひご参加ください。

16 循環いわて 



育成センターマスコット

「ニンティちゃん」

令
和5 年

度優良産廃格付け業者
岩手県・盛岡市許可業者約2,000社のうち、格付け認定された事業者は合計96社となりました。

産業廃棄物の処理委託は格付け認定業者に！
この 制 度 は、岩 手 県 が 優 良な産 業 廃 棄 物 処 理 業 者を育 成するために設 立された制 度です。

格付け認定の区分 収運……収集運搬 ／ 収運（積）…収集運搬・積替保管 ／ 中間…中間処理 ／ 最終…最終処分 ／ 保証金…保証金預託業者
格付けランクの区分 ★★★…80点以上［保証金を預託していること、環境省による産廃処理業者優良性評価制度に対応する項目を満たしていること］　★★…60点以上　★…40点以上

30社
㈱ マ ッ ハ 総 合 計 画
●区分：収運（積）・★★★／保証金

（二 戸 市）

㈱ ミ ナ ミ
●区分：収運・★★★／中間・★★★／保証金

（軽 米 町）

いわて県北クリーン㈱
●区分：収運・★★／中間・★★★／保証金

（九 戸 村）

㈱ サ ン ク リ ー ン
●区分：収運（積）・★★★／中間・★★★／保証金

（花 巻 市）

蒲 野 建 設 ㈱
●区分：収運・★★★／中間・★★★／最終・★★★／保証金

（久 慈 市）

ニッコー・ファインメック㈱
●区分：収運（積）・★★★／中間・★★★／保証金

（一 関 市）

㈲ 藤 工
●区分：収運（積）・★★★／中間・★★★／保証金

（盛 岡 市）

㈱ 環 境 整 備
●区分：収運（積）・★★★／中間・★★★／保証金

（盛 岡 市）

㈲ 栄 和 興 業
●区分：収運・★★★／保証金

（一 関 市）

文 化 企 業 ㈱
●区分：収運・★★★／保証金

（盛 岡 市）

㈱ 岩 手 環 境 保 全
●区分：収運（積）・★★★／中間・★★★／最終・★★★／保証金

（大船渡市）

前田道路㈱一関合材工場
●区分：中間・★★★／保証金

（一 関 市）

新 工 住 建 ㈱
●区分：収運・★★★／中間・★★★／保証金

（盛 岡 市）

奥 州 循 環システム㈱
●区分：収運・★★★／中間・★★★／保証金

（奥 州 市）

㈲ 古 川 重 機
●区分：収運（積）・★★★／中間・★★★／最終・★★★／保証金

（盛 岡 市）

㈱ ス パ ッ ト 北 上
●区分：収運（積）・★★★／中間・★★★／最終・★★★／保証金

（北 上 市）

ジャパンウェイスト㈱
●区分：収運・★★★／保証金

（宮 城 県）

岩 手 コ ン ポ ス ト ㈱
●区分：収運・★★★／中間・★★★／保証金

（花 巻 市）

太平洋セメント㈱大船渡工場
●区分：中間・★★★／保証金

（大船渡市）

福 興 産業㈱岩手支店
●区分：収運（積）・★★★／保証金

（盛 岡 市）

成 和 建 設 ㈱
●区分：収運（積）・★★★／中間・★★★／保証金

（花 巻 市）

㈱ 伊 藤 組
●区分：収運・★★★／中間・★★★／最終・★★★／保証金

（花 巻 市）

㈱ 理 水 興 業
●区分：収運（積）・★★★／中間・★★★／保証金

（花 巻 市）

㈱岩手環境事業センター
●区分：収運・★★★／中間・★★★／保証金

（北 上 市）

㈲東北オイルサービス
●区分：収運・★★★／中間・★★★／保証金

（雫 石 町）

（一財）水 沢 環 境 公 社
●区分：収運（積）・★★★／保証金

（奥 州 市）

㈲ 八 紘 カ イ ハ ツ
●区分：収運（積）・★★★／中間・★★★／保証金

（二 戸 市）

リ ア ス 環 境 管 理 ㈱
●区分：収運・★★★／保証金

（宮 古 市）

㈱ マ ル サ
●区分：収運（積）・★★★／中間・★★★／最終・★★★／保証金

（北 上 市）

クリーンセンター花泉㈲
●区分：収運（積）・★★★／中間・★★★／保証金

（一 関 市）

55社
久 慈 港 運 ㈱
●区分：収運・★★／保証金

（久 慈 市）

㈲リサイクルセンター二戸
●区分：収運（積）・★★／保証金

（二 戸 市）

大 東 運 輸 ㈱
●区分：収運・★★／保証金

（一 関 市）

㈱ 北 日 本 環 境 保 全
●区分：収運（積）・★★／中間・★★／保証金

（北 上 市）

開 発 運 輸 ㈱
●区分：収運・★★／保証金

（大船渡市）

㈱ つ し ま
●区分：収運（積）・★★

（久 慈 市）

㈱ 昭 和 清 掃 興 業
●区分：収運・★★

（奥 州 市）

遠 野 瀝 青 ㈱
●区分：中間・★★／保証金

（遠 野 市）

㈲ グ リ ー ン 総 業
●区分：収運・★★／保証金

（一 関 市）

㈲ バ イ オ・グ リ ー ン
●区分：収運・★★／中間・★★／保証金

（一 関 市）

樋 下 建 設 ㈱
●区分：収運・★★／中間・★★／最終・★★／保証金

（盛 岡 市）

岩 手 県 南 運 輸 ㈱
●区分：収運・★★／保証金

（大船渡市）

㈱ 東 北 タ ー ボ 工 業
●区分：収運・★★／中間・★★／最終・★★／保証金

（盛 岡 市）

㈱ 広 岡 組
●区分：収運（積）・★★／中間・★★／保証金

（奥 州 市）

㈲ 那 須 工 業 運 輸
●区分：収運・★★／保証金

（一 関 市）

㈲ リ サ イ ク ル 伊 藤
●区分：収運（積）・★★／中間・★★／保証金

（奥 州 市）

㈲ リ サ イ ク ル 江 刺
●区分：収運・★★／中間・★★／保証金

（奥 州 市）

佐 々 総 業 ㈱
●区分：収運・★★／保証金

（山 田 町）

㈱ 平 野 組
●区分：収運・★★／中間・★★／保証金

（一 関 市）

㈲ 共 同 産 業
●区分：収運（積）・★★／中間・★★／保証金

（金ケ崎町）

松 村 建 設 ㈱
●区分：収運・★★／中間・★★／保証金

（大 槌 町）

㈲ ニ ー ズ 開 発
●区分：収運・★★／保証金

（盛 岡 市）

㈱ Ｅ Ｙ Ｓ
●区分：収運・★★

（奥 州 市）

㈱ 東 北 ビ ル ド
●区分：収運・★★

（盛 岡 市）

㈲ タ カ シ ョ ウ
●区分：収運（積）・★★／保証金

（紫 波 町）

㈱北岩手衛生センター
●区分：収運・★★／保証金

（八幡平市）

鈴 木 工 業 ㈱
●区分：収運・★★

（宮 城 県）

㈲ 藤 忠 商 事
●区分：収運（積）・★★／中間・★★／保証金

（盛 岡 市）

伊 藤 運 輸 ㈲
●区分：収運・★★／保証金

（花 巻 市）

㈱ 東 北 油 化
●区分：収運・★★／中間・★★／保証金

（盛 岡 市）

EC南部コーポレーション㈱
●区分：収運（積）・★★／中間・★★／最終・★★／保証金

（奥 州 市）

㈲ 長 谷 川 重 機
●区分：最終・★★／保証金

（北 上 市）

花 巻 市 清 掃 ㈱
●区分：収運（積）・★★／保証金

（花 巻 市）

丹 内 建 設 ㈱
●区分：収運・★★／中間・★★／保証金

（滝 沢 市）

㈲ 志 和 商 店
●区分：収運（積）・★★／中間・★★／保証金

（奥 州 市）

（一財）クリーンいわて事業団
●区分：最終・★★／保証金

（奥 州 市）

南 部 運 輸 ㈱
●区分：収運・★★

（奥 州 市）

高 橋 重 機 ㈱
●区分：収運・★★／中間・★★／保証金

（八幡平市）

㈱ 環 境 保 全サービス
●区分：収運・★★／中間・★★／保証金

（奥 州 市）

㈱ 有 田 屋
●区分：収運（積）・★★／中間・★★／保証金

（北 上 市）

㈲ 松 原 工 業
●区分：収運・★★／中間・★★／保証金

（雫 石 町）

㈱一般公害集配センター
●区分：収運（積）★★／中間★★／保証金

（一 関 市）

㈱ フ ク タ
●区分：中間・★★／保証金

（二 戸 市）

㈱ 丸 重
●区分：収運・★★／中間・★★／保証金

（北 上 市）

㈱ ア ト ラ ス
●区分：収運（積）・★★／中間・★★／保証金

（大船渡市）

協 友 建 設 ㈱
●区分：収運・★★

（奥 州 市）

北 日 本 油 設 ㈱
●区分：収運（積）・★★／保証金

（奥 州 市）

陸 中 ス キ ッ ト ㈱
●区分：収運・★★／保証金

（山 田 町）

大 安 環 境 ㈲
●区分：収運・★★／保証金

（大 槌 町）

㈱ 佐 々 木 組
●区分：収運・★★／中間・★★／保証金

（一 関 市）

Ｄ Ｏ Ｗ Ａ 通 運 ㈱
●区分：収運・★★／保証金

（奥 州 市）

㈱ オ イ ラ ー
●区分：収運（積）・★★／保証金

（奥 州 市）

㈲ 新 菱 和 運 送
●区分：収運・★★／保証金

（釜 石 市）

陸 中 建 設 ㈱
●区分：収運・★★／中間・★★／保証金

（宮 古 市）

リ ッ ク ス ㈱
●区分：収運（積）・★★／中間・★／保証金

（北 上 市）

11社
白 金 運 輸 ㈱
●区分：収運・★／保証金

（奥 州 市）

釜 石 清 掃 企 業 ㈱
●区分：収運・★／保証金

（釜 石 市）

㈲ 芦 名 商 会
●区分：収運（積）・★／中間・★

（矢 巾 町）

新 生 ビ ル 管 理 ㈱
●区分：収運・★／保証金

（一 関 市）

㈲ 県 北 衛 生 社
●区分：収運・★

（二 戸 市）

㈱ 大 船 渡 資 源
●区分：収運（積）・★／中間・★／保証金

（大船渡市）

㈱ 岩 瀬 張 建 設
●区分：収運・★／中間・★

（久 慈 市）

㈱ 功 和 産 業
●区分：収運・★

（青 森 県）

㈲ セ レ クトクリー ン
●区分：収運・★／保証金

（一 関 市）

㈲ 陸 中 商 会
●区分：収運（積）・★／中間・★／最終・★／保証金

（久 慈 市）

タ ダ テ ッ ク ス ㈲
●区分：中間・★／保証金

（八幡平市）

「岩手県産業廃棄物協会」から法人名がかわりました

岩手県産業廃棄物処理業者育成センター　一般社団法人 岩手県産業資源循環協会
盛岡市内丸16－15（内丸ビル5F）　TEL.019－625－2203　FAX.019－624－1920　https://www.iwuc.jp 処理業者育成センター 検　索

格付け、保証金制度は岩手県知事が（一社）岩手県産業資源循環協会を「岩手県産業廃棄物処理業者育成センター」として指定し運営されております。
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 岩崎　泰彦 大安環境㈲
 小野寺真澄 ニッコー・ファインメック㈱
 中村　尚司 陸中スキット㈱
 村田　英敏 いわて県北クリーン㈱（新任）
　 蒲野　　敦 蒲野建設㈱
 菅原　健二 クリーンセンター花泉㈲
 遠藤　忠寿 タダテックス㈲
 菊池　　満 （一社）岩手県建設業協会
 岡田　秀治 岩手県行政書士会
 幅　　栄次 岩手県自動車整備商工組合
監　　事 木村　　守 ㈱フクタ
 及川　　元 リアス環境管理㈱

優良事業所　
㈱マッハ総合計画　様（代表取締役　兵沢　登志夫　様）
優良従事者　
佐々木　幸一　様　　タダテックス㈲
阿部　　康彦　様　　㈱スパット北上
平原　　孝光　様　　陸中スキット㈱
南　　　春行　様　　㈱ミナミ

　新令和５年５月19日（金）、ホテルメトロポリタン盛
岡において第11回定時総会を開催し正会員 233名のう
ち、書面を含めて 172名の出席をいただき、提出議案
が満場一致で承認可決されました。
　議案第１号　令和4年度事業報告書及び決算案承認の件
　議案第２号　任期満了に伴う役員選任の件
【組織体制】
会　　長 濱田　　博 ㈱岩手環境事業センター
副 会 長 藤原　正基 ㈲藤工
 新沼　　学 ㈱岩手環境保全
 千葉　智英 ㈱スパット北上
専務理事 吉田　　茂 
理　　事 関根　　信 文化企業㈱
 兼田　忠康 久慈港運㈱
 菅原　能興 南部運輸㈱
 伊藤　智仁 ㈱伊藤組

　永年の御功績により他の模範となった方々を５月19
日付けで表彰しました。栄えある受賞、誠におめでと
うございます。益々の御活躍を祈念申し上げます。
功労者　
伊藤　智仁　様　　㈱伊藤組

第11回定時総会

岩手県産業廃棄物協会会長表彰

協会の動き move
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　業種や習熟度による 16 コースの研修会を開催して、計 894 人の受講がありました。

１. 令和4年度受託事業（岩手県：産業廃棄物適正処理普及・啓発促進業務）

区分 コース名 開催日 場　所 受講者（人）

処理業 優良事業者育成研修会
基礎 8月8日 盛岡市 88

177
応用 10月18日 Web 89

【行政手続】
処理業

行政書士

許可・届出事務説明会
収運 8月24日 〃 62

107処分 25日 〃 22

処理施設設置等技術研修会 8月26日 〃 22

排出者等

排出事業者等説明会

共通 9月15日 盛岡市 94

574

建設・解体 11月8日 Web 117

共通 9日 〃 48

ＰＣＢ保管 10日 〃 14

共通

16日 釜石市 38

17日 久慈市 39

18日 奥州市 84

実務研修会
建設・解体 10月4日 盛岡市 92

共通 5日 〃 48

処理業
排出者

電子マニフェスト導入実務研修会
（操作体験）

12月20日 〃 9

36
21日 久慈市 10

22日 釜石市 8

23日 奥州市 9

協会の動き
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②２月２日（木）、全産連の産業廃棄物処理検定（２月
19日）に向け、検定対策講座を開催し、13名の参加
がありました。

　産業廃棄物処理に関する的確な経営・技術等の啓蒙・
普及により、優良業者を育成するとともに産業廃棄物
処理業界の経済的・社会的地位の向上を図ることを目
的としているものであります。
　毎年恒例の新春講演会は、中止とし、令和4年度は、
経営者、幹部職員、実務者を対象に開催いたしました。

①１月17日（火）、青年部会安全衛生規程普及委員の藤
原真実様と県労働委員会の３委員（公益・労働・使用）
をお招きして、「安全衛生規程の作成」と「労使関係
の構築」について解説いただきました。

　26名の参加がありました。

２. 人材育成研修会

move
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　当協会では、産業廃棄物処理業者の更なる資質向上
を目指し、企業力を高め、地域社会からも信頼される
企業、業界となるよう平成26年度から「優良・環境先
進企業の取組みに関する推進事業(推進アドバイザー派
遣)」を実施しています。
　昨年度の派遣依頼内容は「社員教育・社内研修」「格
付申請について」「産廃処理検定対策」等でした。
　推進アドバイザー派遣は協会職員が直接会員事業所
へ行き、会員様の取扱い品目や受講者のレベルに合わ
せクイズを交えて研修会を行います。特に新入社員の
研修にご好評いただいています。

　新型コロナウイルス感染症拡大防止対策として、少
人数の研修やオンラインでも対応いたします。
　ぜひこの事業をご活用ください。（申込書はＨＰか
らダウンロードできます）
【昨年度訪問した会員】
㈲岩本朝日商店、㈲岩手ハツリ工業、佐々総業㈱、丹
内建設㈱、タダテックス㈲、㈲藤忠商事、㈱東北ター
ボ工業、クリーンセンター花泉㈲、ニッコー・ファイ
ンメック㈱、㈱岩手環境事業センター、県北支部、㈱
フクタ　（12社）

優良・環境先進企業の取組みに関す
る推進事業(推進アドバイザー派遣)

協会の動き
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　「支部だより」掲載にあたり一言ご挨拶いたします。
　初秋の候、皆様におかれましてはますますご健勝の
こととお喜び申し上げます。平素は格別のご配慮を賜
り、厚く御礼申し上げます。
　機関紙「循環いわて」は年報として今年度で５号目を
迎えるそうです。お陰様で県央支部は今年で10周年を
迎える節目の年となりました。これもひとえに皆様の
ご理解とご協力があったからと心より感謝申し上げま
す。
　さて、近年私たち産業廃棄物処理業の経営環境は、
世界情勢の混乱や異常気象、人手不足、円安、物価高
に伴って過去に類を見ない厳しい状況にあります。し

支部だより（県央支部）
岩手県産業資源循環協会　県央支部　支部長　藤原　正基

かしながら、社会と環境に寄り添った環境保護と持続
可能な社会形成の実現に向けて積極的に取り組んで行
かなければなりません。重要なことは、廃棄物からリ
サイクルと資源の最大化を目指し、価値のある資源を
回収して経済的な利益を生むだけではなく、廃棄物自
体の量をさらに減らす仕組みを構築しなければなりま
せん。具体的には、デジタル化や自動化、センサー技
術等により効率的で正確なプロセスを確立し、廃棄物
処理の監視、分別等の処理の向上に努め、環境への負
荷を最小限にする必要があります。それぞれの役割と
責任を果たすことが不可欠であり、今まさに未来に向
かって皆さんと「一致団結」して行動し、私たちの使命
を果たす必要性を痛感しております。
　これからも支部会員の皆様と共有しながら情報発信
を行っていきたいと思っておりますので今後共どうぞ
よろしくお願い申し上げます。

move
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　日頃より沿岸支部の運営につきましては、会員の皆
様には格別のご協力を賜り厚く御礼申し上げます。
　さて、令和４年度の支部活動を振り返ってみますと、
新型コロナウイルス感染症の影響を受けながらも概ね
予定通りの活動ができたと思います。
　第８回通常総会を令和４年６月27日に宮古市に於い
て感染対策を実施しながら開催し、総会後には、懇親
会も開催して支部会員間の交流を図りました。また、
令和５年２月10日には、（一社）岩手県産業資源循環協
会との連携支援として大船渡市を会場に地域懇談会・
研修会・新年会を開催しました。研修会では、「令和２
年７月豪雨災害」における熊本県人吉市の人吉仮置場で
災害廃棄物を積んだ車により渋滞が発生し、（一社）熊
本県産業資源循環協会が中心となり取り組んだ仮置場
での渋滞解消対策、自衛隊と連携した集中回収などの
災害廃棄物処理方式「人吉モデル」の動画の視聴を行い、
災害廃棄物処理につての研修を深めました。９月９日
には宮古市の赤前砂浜を会場に青年部との共同事業全
国一斉清掃「海ごみゼロウイーク」を実施しました。
　11月21日には岩泉町を訪問して「災害時における廃
棄物の処理等に関する協定」の締結に向けた説明を行
いました。
　令和５年度も総会でご承認いただいた事業を進めて
いきたいと思いますので皆様方のご協力をお願い申し
上げます。

　当支部の運営につきましては、日頃より格別の御支
援を賜り厚く御礼申し上げます。
　会報「循環いわて」の発行に当たり、一言ご挨拶申し
上げます。
　中部支部は平成28年の設立から、目的のひとつでも
ありました災害協定を推し進め、概ね２年の間に管内
の花巻市、北上市、遠野市、西和賀町の全てと締結す
るに至りました。平成31年からは実際の災害を想定し
た実地訓練などを模索し、令和2年に岩手県建設業協
会北上支部と災害協定を結んだところでありました
が、その後ご存知のように新型コロナウイルスの蔓延
により昨年まで殆どの活動が出来ずにおりました。
　今年に入り行動制限が緩和されたことにより、３年ぶ
りに地域懇談会を開催することができ、その際、濱田会
長より「食品リサイクル法の概要」をテーマにご講演いた
だいたことでリスタートを切ったところであります。ま
た４月には支部総会を対面にて開催することができ、会
員の皆様との再会を喜ぶとともに、再び支部の活動が出
来るものと喜びを感じたところであります。
　総会においては他県への研修視察など活発な意見も
頂戴しており、今後も積極的に会員相互の交流を重ね
つつ、支部の活動を推進してまいりますので、なお一
層のご理解とご協力をお願い致します。

支部だより（沿岸支部） 支部だより（中部支部）
岩手県産業資源循環協会　沿岸支部　支部長　新沼　学 岩手県産業資源循環協会　中部支部　支部長　小原　研

協会の動き
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　新型コロナウイルス感染症が5月に感染症第５類に
引き下げとなり、全国的に個人消費の上昇などによ
り、全国消費者物価指数も月毎の上昇しているほか、
経済動向も緩やかながら復調の兆しが見られ、国内
景気も月間連続の黒字が続いている状況は、今後の
景気回復に向けて非常に大きな期待が持てると考え
ております。
　しかしながら、岩手県内においては、全国的な景気
回復ほどの復調の感覚はあまりなく、景気鈍化が継続
しているようにも感じられ、先行きが不透明であると
思っております。
　そのような中、令和４年度の県北支部は、７月の通
常総会を３年振りに開催型での実施や、10月に久慈市
内の海岸の海ごみ清掃活動を実施しました。

　令和５年度からは、通常総会をはじめ、支部理事会
などは懇親会を設け、久しぶりに支部会員の方々と顔
を合わせて情報交換を行っているほか、数年見送って
いた各種イベントや視察研修も再開する予定となって
おり、活発な支部活動を再開したいと思っております。
　最後に、今後も県北支部ができることを考え、会員
企業の発展と地域の安全安心に尽力できればと考えて
おりますので、今後とも県北支部の活動にご理解とご
協力を賜りますようよろしくお願いいたします。

支部だより（県北支部）
岩手県産業資源循環協会　県北支部　支部長　藤原　秀美

move
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　令和４年度から青年部会長を務めさせていただいて
おりますタダテックスの遠藤と申します。
　日頃から、青年部会の活動にご理解とご協力を賜り
ありがとうございます。
　令和５年度の総会は５月19日に開催され、定年制度

（50歳）を設けることとなり、総会終了後に卒業式を開
催し21名の方々がご卒業されました。卒業生の皆様、
長い間、青年部会活動にご尽力いただきありがとうご
ざいました。これからも先輩たちの意思を引き継ぎ、
青年部活動を行ってまいりますので、今後ともご指導
ご鞭撻のほどよろしくお願いします。入会希望の方が
おりましたらぜひご紹介ください。

　令和４年度の事業報告をさせていただきます。
　９月９日（金）全国一斉清掃活動（海ごみゼロウィー
ク）として宮古市赤前の海岸を清掃し、「うみねこ丸」
に乗船し、夜からの懇親会は屋上でバーベキューを行
いました。

　翌日、9月10日（土）第３回部会長杯ゴルフコンペを
盛岡カントリークラブで開催しました。

▼10月11、12日視察研修（京都府）
　㈱京都環境保全公社を視察し、夜は、京都青年部さ
んと交流会。
　翌日は、近畿ブロック「亀岡市の豊かな環境資源と
伝統産業を守りたい！保津川下り応援プロジェクト」
クラウドファンディングに支援したご縁で、保津川下
りを体験しました。　翌日、９月10日（土）第３回部会

青年部会だより

協会の動き

26 循環いわて 



長杯ゴルフコンペを盛岡カントリークラブで開催しま
した。

▼10月20日（木）県央支部主催乙部中学校環境学習
　藤原副部会長がリサイクルパネルを使って説明を
し、最後は環境クイズで盛り上がりました。

▼１月17日（火）全体会議・新年会
　エスポワールいわてで全体会議を開催。全国青年部
の現状報告、会則の変更について（定年制度導入）部会
長から説明をし承認をいただきました。

▼３月３日（金）京都青年部との県内合同視察研修・
　　　　　　　情報交換会
　京都青年部の皆さんに来県していただき、花巻バイ
オマスエナジーさんとスパット北上さんを視察しまし
た。
　その後の情報交換会では、東家さんでわんこそばを
体験をしていただき、岩手代表として遠藤部会長が参
加し、京都青年部さんを盛り上げました。

move
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岩手県産業資源循環協会
青年部会入会案内

【入会手続き】

〈目的〉

　本部会は部会員相互の融和、親睦を図り、研修会等を通じて自己啓発に努めるとと

もに、産業廃棄物の適正処理及び再資源化等に関する知識、技術と教養を深め、企業

の幹部として経営の合理的、近代化の推進と協会の発展に寄与することを目的として

います。

〈青年部会の活動〉

①産業廃棄物の適正処理及び再資源化に関する情報収集と技術の開発並びに調査研究

②産業廃棄物に関する県民への広報啓発

③県内外部会員相互の情報交換、研修、視察、福利厚生等の事業

④協会の事業活動に対する協力支援

⑤事業の振興に関する意見の表明

⑥その他本部会の目的を達成するため必要な事業

入会申込書（協会HPからダウンロードできます。）に必要事項をご記入いただき、事務
局まで申込み願います。

【入会資格】
岩手県産業資源循環協会会員の経営者、後継者並びに代表者から推薦された従業員。
５０歳迄の方

【会費】
年間　１８，０００円　（月額１，５００円）　

28 循環いわて 



 

 

 

 

 

 

 理水興業  
〒025-0065 岩手県花巻市星が丘二丁目 16 番 12 号 

TEL 0198－23－5395  FAX 0198－24－7139 
URL https://www.risui-kogyo.co.jp 

 

産産業業廃廃棄棄物物収収集集運運搬搬  

汚汚泥泥リリササイイククルルセセンンタターー（産業廃棄物中間処理施設） 

 〒024-0211 岩手県北上市口内町松越 134 番地 1 

～～   心心 地地 よよ いい 生生 活活 環環 境境 創創 りり   ～～   

株式 
会社 
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産業廃棄物収集運搬（廃タイヤ・建設廃材・解体廃材・オフィスごみ）
一般廃棄物収集運搬（紫波町・矢巾町・盛岡市・滝沢市・雫石町）

〒028-3441　紫波町上平沢字川原田177-1
TEL 019-673-7874　　FAX 019-673-7875
https://www.iwate-takasho.com/

有限会社タカショウ 代表取締役　髙橋　譲

　令和５年６月16日（金）、全国産業資源循環連合会第13
回定時総会が東京赤坂の明治記念館で開催されました。
　すべての議案が原案どおり承認され、当協会からは
濱田会長が出席いたしました。
　３年ぶりのコロナ明けでの集合型での総会でしたが、
今回から表彰式、講演会は開催しないこととなりました。

　その後、懇親会が立食形式で開催され、100名近く
の方々が参加し、他県の会長や関係者と交流し、とて
も有意義な時間となりました。

全産連の動き

第13回定時総会
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　公益社団法人全国産業資源循環連合会（全産連）は、
47都道府県の各協会を正会員とする全国団体です。
　地域協議会は、地域の状況に応じた取組を推進する
ための内部組織です。平成18年に全国８ブロックで配
置されました。本会は北海道・東北地域協議会に所属
します。
　全産連では、環境産業の振興（税制上の優遇措置、
補助金）、法令制度の整備、労働災害の防止等を推進
しています。
　いずれも継続的な重要課題であるため、自由民主党

地域協議会の役員

全産連本部の役職（兼務）：　□副会長　◎理事　○監事

の産業・資源循環議員連盟（R5.6.13現在、国会議員117
名）等と緊密な連携を図りながら、国や各界に対する
提言等を重ねてきたところです。
　社会貢献では、激甚な風水害の頻発等に対応するた
め、令和元年に災害廃棄物委員会を設置して体制の強
化、技術的な検討、マニュアルの整備等に取り組んで
います。本会の新沼副会長は、北海道・東北地域協議
会の推薦により当初から同委員を務めています。

任期 会長 副会長 副会長 監事

平成18 □鈴木安利／福島 ◎伊藤正志／山形
○谷口二朗／北海道

門脇生男／岩手

19 〜 22
□伊藤正志／山形 ◎門脇生男／岩手 増田教正／青森

23 〜 24 佐藤俊彦／福島県

25 〜 29 □門脇生男／岩手 ◎佐藤俊彦／福島 鈴木　昇／宮城 山岡緑三郎／秋田

   30 〜
   　令和元 □佐藤俊彦／福島 ◎鈴木　昇／宮城 山岡緑三郎／秋田

令和２　
　　〜３ □鈴木　昇／宮城 ◎山岡緑三郎／秋田 天内　修／青森

令和４　
　　〜５ □鈴木　昇／宮城 ◎山岡緑三郎／秋田 黒澤利宏／山形

北海道・東北地域協議会

move
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処分していない高濃度PCB廃棄物は
ありませんか？

発見したら速やかにご連絡ください!

岩手県からのお知らせ
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産業廃棄物の排出及び処理実績等（令和３年度実績）について
　皆様から提出いただいております実績報告書のとりまとめ結果についてお知らせいたします。
１．産業廃棄物の排出状況
　①盛岡市内総排出量
　令和３年度の１年間に盛岡市内で排出された産業廃棄物の排出量は474千トンで、岩手県全体2,534千トンの18.7
％となっています。

　②業種別排出量、種類別排出量
　全排出量のうち、種類別にみると汚泥が 248 千トン（52％）で最も多く、次いでがれき類の排出量が 174 千ト
ン（37％）となっており、この２種類で全体の 89％を占めています。
　また、業種別にみると、電気・水道業が 232 千トン（49％）で最も多く、次いで、建設業が 207 千トン（44％）となっ
ており、この２業種で全体の 93％を占めています。

２．産業廃棄物の処理状況
　排出量474千トンのうち、97％に当たる459千トンが中間処理量となっています。この中間処理により250千トン
（53％）が減量されています。
　再生利用量は、排出量の44％に当たる207千トン、最終処分量は17千トンで、排出量の4％となっています。

図2　令和３年度の産業廃棄物の処理状況

直接再生利用量 再生利用量
１
(0%)
<0>

207
(44%)

<219><45%>
処理後再生利用量

処理残渣量 206
排　出　量 中間処理量 (43%)
474

210
(44%)

(100%) 処理後最終処分量
<487>

459
(97%)
<475> 減量化量 4

<100%> (1%)250
(53%)

<251><52%>

直接最終処分量 最終処分量

(単位：千t/年) < >内はR２年度値
13
(3%)
<11>

17
(4%)

<16><3%>

年　度 平成29年度 平成30年度
排出量（千トン） 514 505

令和元年度
503

令和２年度
487

令和３年度
474

図1.1　産業廃棄物の種類別の排出量 図1.2　産業廃棄物の業種別の排出量

電気・
水道業
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汚泥
248千t
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木くず
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19千t
（4%）

ガラス・
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その他
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令和３年度
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盛岡市からのお知らせ morioka
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　近年、地球環境問題は世界的に取り組まれ、資源保護、環境保全についての世論も

高まっています。

　従来から実施している産業廃棄物の「適正処理」はもちろん、それに加え廃棄物の

発生抑制、再生利用、再利用等幅広い視点から廃棄物処理法の改正が行われています。

　この責務を果たし、産業廃棄物処理業界が健全な業界として発展していくためには、

信頼のおける優良な処理業者が結束し、排出事業者・行政・県民の方々との連携を深

めていくことが重要です。

　当協会の入会は、環境に対する意識の高まりや持続可能な経済の推進に貢献する素

晴らしい機会となります。是非、多くの方々が当協会の趣旨にご賛同いただき、入会

をおすすめくださいますようお願いいたします。

事業と会員サービスを一部ご紹介
●産業廃棄物処理業の許可更新についての事前通知
●環境関連法令・制度等に関する最新情報を提供
●経営者・実務者対象の研修会等、先進施設の視察研修
●会員情報を活用し、排出事業者等からの照会に対する会員の紹介
●災害廃棄物処理の支援　等

★当協会ホームページをご覧ください★

会員募集中

入会申込書もDLできます

お 知 ら せ information
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変更届提出のお願い

会員事項の変更届 
 

一般社団法人 岩手県産業資源循環協会 
会長 濱田 博 殿 

 
住 所 

名 称 

氏名又は代表者名 ㊞ 
 

一般社団法人岩手県産業資源循環協会会員として承認されている事項について、変更があ

りましたので届け出します。 
 

記 
 

変更事項 □名称 □事務所の所在地 □代表者 
□事業の範囲（業の区分） □その他（TEL、FAX、郵送先等） 

名 称 
変 更 前  

変 更 後  

事務所の所在地 
変 更 前  

変 更 後  

代表者 
変 更 前  

変 更 後  

事業の範囲 
（業の区分） 

岩手県許可 

変更前    □収集運搬 □中間処理 □最終処分 
□特管収集 □特管中間 □特管最終 

変更後    □収集運搬 □中間処理 □最終処分 
□特管収集 □特管中間 □特管最終 

盛岡市許可 

変更前    □収集運搬 □中間処理 □最終処分 
□特管収集 □特管中間 □特管最終 

変更後    □収集運搬 □中間処理 □最終処分 
□特管収集 □特管中間 □特管最終 

その他 
変 更 前  

変 更 後  

変 更 年 月 日 令和 年 月 日 

届 出 年 月 日 令和 年 月 日 

 
１．名称、事務所の所在地、氏名又は代表者の変更の場合は、登記簿謄本（写しでも可） 

又は抄本、個人にあっては申立書類を添付して下さい。 
２．事業の範囲（業の区分）の変更の場合は、許可証の写しを添付して下さい。 

会員事項に変更があった時は「変更届」を提出してください。
変更届は協会HPよりダウンロードできます。
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　講習会は各自で事前にオンラインで講義ビデオを視聴して受講し、その後、会場で試験を受ける２
段階形式により行います。お申込は、ＪＷセンターＨＰからＷＥＢ申込のみなのでご留意願います。
　試験の申込が完了した後、ＪＷセンターから教材が送付されますので、試験前日までに受講を完了
してください。
　東北地区の10月以降の試験開催日程は下表のとおりです。
　引き続きコロナウイルス感染症拡大防止のため、ソーシャルディスタンスが保たれる定員数になっ
ており、下記の日程のうち、既に定員に達したため、申込が締め切られている会場がありますのでご
注意ください。
　また、各課程には最終申込受付期限がありますのでご留意ください。

産業廃棄物処理業の許可の有効期限にご注意ください
　産業廃棄物処理業の許可の有効期限は５年です。
　許可は、更新手続きをしないと効力を失います。許可証の有効期限がいつなのか、常に注意してお
きましょう。
　講習会修了証の有効期限は、講習会終了日の日から起算して、新規講習会修了証は５年間、更新許
可講習会修了証は２年間です。

※2022年度より講習会の申し込みはＷEB申込みのみとなっております。

令和5（2023）年度許可申請等に関する講習会の日程について
（東北地域10月以降）

2023年10月〜2024年2月の講習会試験日程

課　　程 岩手 青森 秋田 宮城 山形 福島

新規　収集運搬 11/15 PM 1/25 PM 10/24 AM 11/22 AM
 2/21 AM

新規　特管収集運搬 1/25 AM

新規　処分 2/6 AM 11/21 AM

更新　収集運搬 2/6 PM 11/1 AM
12/7 AM 11/15 AM 1/23 PM

1/24 PM

10/24 PM
10/25 AM 
10/26 AM

11/21 PM
2/21 PM

更新　処分 12/8 AM 11/14 AM

特別管理産業廃棄物
管理責任者 2/7 AM

11/1 PM
11/2 AM
12/7 PM
12/8 PM

11/14 PM 1/23 AM
2/22 AM 10/25 PM 11/22 PM

 2/22 AM
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産業廃棄物処理業に関する申請手続やご相談は行政書士へ

支　部 行政書士名 郵便番号 事　務　所　住　所 電話番号

盛　岡

阿　部　　　隆 020−0104 盛岡市小鳥沢一丁目24番4号 019−662−7618

岩　野　光　進 020−0024 盛岡市菜園一丁目12番25号Enビル1階 019−656−7425

小笠原　和　彦 020−0831 盛岡市三本柳24地割6番地 019−681−3855

岡　田　秀　治 020−0807 盛岡市加賀野二丁目10番15号 019−604−8230

上　總　　　隼 020−0312 盛岡市砂子沢第10地割92番地 019−681−8686

熊　谷　忠　市 020−0105 盛岡市北松園二丁目26番2号 019−662−8268

佐々木　　　哲 020−0667 滝沢市鵜飼向新田159番地7 019−687−6156

佐々木　達　也 020−0866 盛岡市本宮四丁目1番6号トーニチビル3階 019−601−9921

鈴　木　ヒサ子 020−0836 盛岡市津志田西一丁目6番70号カルマンド3号 090−6226−3836

舘　洞　　　明 020−0823 盛岡市門一丁目8番13号 019−618−8432

徳　田　幸　男 020−0571 岩手郡雫石町繋第5地割192番地7 090−5840−6007

中　澤　弘　文 020−0064 盛岡市梨木町12番25号Ａ号室 019−622−1823

中屋敷　　　裕 020−0121 盛岡市月が丘一丁目17番7号 019−645−0370

廣　嶼　文　哉 020−0126 盛岡市安倍館町18番24-205号 019−681−0315

横　山　信　英 020−0004 盛岡市山岸2丁目4番16号 019 −625−6838

横　山　　　勝 020−0065 盛岡市西下台町18番32号Vivo01 2階A号 019−613−7260

　行政書士は、他人の依頼を受け、官公署に提出する許認可等の申請書類の作成並びに提出手続代理
を行うほか、相続手続時の遺産分割協議書や遺言書原案作成等の権利義務に関する書類や、各種図面
類等の事実証明に関する書類の作成などを行い、以って国民の権利利益の実現に資する事を目的とす
る国家資格者です。
　産業廃棄物を取り巻く状況は日々刻々と変化しており、いち早く関係法令についての新しい情報を
収集するとともに、その対応を検討することが求められます。
　岩手県行政書士会では、会員向けの研修会を適宜開催するなど、産業廃棄物関連業務に関する調査
及び研究を推進し、各会員が書類作成のみならずコンサルタントとしてもお客様にご満足いただける
よう、常に研鑽に努めております。
　膨大で複雑な書類作成や関係業務を行政書士にお任せいただくことにより、事業者の皆様において
は、事業の効率的かつ効果的な活動の展開をしていただくことができると存じます。同時に事業者の
皆様の産業廃棄物の適正な処理に資することができるものと確信しております。行政書士をぜひご活
用ください。

令和５年
産業廃棄物処理・自動車リサイクル法関連対応行政書士名簿
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支　部 行政書士名 郵便番号 事　務　所　住　所 電話番号

紫　波

菊　池　敏　江 028−3304 紫波郡紫波町二日町字向山41 019−672−4734

行政書士法人 岩手許認可センター 028−3621 紫波郡矢巾町大字広宮沢第10地割501番地25 019−697−8868

中屋敷　　　勤 028−3603 紫波郡矢巾町大字西徳田第4地割9番地20 019−697−7899

花　巻

秋　庭　裕　史 028−3101 花巻市石鳥谷町好地第4地割80番地61 0198−29−4163

金　矢　健　次 025−0002 花巻市西宮野目第13地割129番地8 0198−26−5522

佐々木　　　渉 028−3111 花巻市石鳥谷町新堀第24地割35番地5 0198−49−9017

永　田　依津子 025−0084 花巻市桜町三丁目53番地 0198−22−7576

八重樫　明　夫 025−0037 花巻市太田第30地割373番地 0198−28−3139

北　上 佐　藤　　　茂 024−0061 北上市大通り三丁目7番48号 0197−72−5098

水　沢

相　原　正　明 023−1131 奥州市江刺愛宕字橋本119番地 0197−35−2134

安　倍　文　孝 023−0805 奥州市水沢字斉の神122番地1 0197−24−5880

小野寺　豊　文 023−0047 奥州市水沢字立町89番地5 0197−23−2757

海　鋒　昌　江 023−1104 奥州市江刺豊田町一丁目11番20号 0197−35−0010

菅　原　今朝男 023−0003 奥州市水沢佐倉河字栗木町46番地 0197−24−7879

一　関
及　川　　　実 029−0601 一関市大東町中川字柳ノ平8番地 0191−74−2829

行政書士法人えにし許認可 021−0831 一関市字沼田32番地2 0191−26−0066

大船渡
藤　原　美智子 022−0006 大船渡市立根町字田谷62番地1 0192−47−5852

休　石　庄太郎 022−0002 大船渡市大船渡町字茶屋前54番地1 0192−27−9710

宮　古 隅　田　哲　晴 027−0085 宮古市黒田町6番23号 0193−63−3067

久　慈 行政書士法人リプル法務 028−0024 久慈市栄町第37地割148番地1 0194−52−2938

二　戸 十文字　國　子 028−5711 二戸市金田一字八ツ長275番地 0195−23−3001
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区       分 報告書の種類 番
号

産業廃棄物・特別管理産業廃棄物の運搬実績を報告し
たい
・産業廃棄物収集運搬業者
・特別管理産業廃棄物収集運搬業者

産業廃棄物の運搬実績報告書
特別管理産業廃棄物の運搬実績報告書 1

産業廃棄物・特別管理産業廃棄物の処分実績を報告し
たい
・産業廃棄物処分業者
・特別管理産業廃棄物処分業者

産業廃棄物の処分実績報告書
特別管理産業廃棄物の処分実績報告書 2

産業廃棄物の処理実績を報告したい
　・産業廃棄物処理施設設置者 産業廃棄物処理実績報告書 3

特別管理産業廃棄物の処理実績を報告したい
・特別管理産業廃棄物を排出する事業者 特別管理産業廃棄物処理実績報告書 4

最終処分場の残余容量を報告したい
・最終処分場を設置している事業者 廃棄物最終処分場残余容量報告書 5

産業廃棄物の最終処分場の維持管理費用やその算定の
基礎等について報告したい
・特定産業廃棄物最終処分場の設置者

特定産業廃棄物最終処分場状況等報告書 6

多量排出事業者・準多量排出事業者の産業廃棄物の処
理計画を提出したい
・（特別管理）産業廃棄物の多量・準多量排出事業者

多量排出事業者の産業廃棄物処理計画書
準多量排出事業者の産業廃棄物処理計画書
多量排出事業者の特別管理産業廃棄物処理計画
書

7

多量排出事業者・準多量排出事業者の産業廃棄物処理
計画実施状況を報告したい
・多量・準多量排出事業者の産業廃棄物処理計画書
を提出した事業者

多量排出事業者の産業廃棄物処理計画実施状況
報告書
準多量排出事業者の産業廃棄物処理計画実施状
況報告書
多量排出事業者の特別管理産業廃棄物処理計画
実施状況報告書

8

産業廃棄物管理票（マニフェスト）の交付状況を報告し
たい
・前年度１年間において産業廃棄物管理票（マニフェ
スト）を交付した事業者

産業廃棄物管理票（マニフェスト）交付等状況報
告書 9

産業廃棄物に係る報告書等について
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１．岩手県産業廃棄物・特別管理産業廃棄物運搬実績報告書（様式第25号）
　　盛岡市産業廃棄物・特別管理産業廃棄物運搬実績報告書（様式第32号）
　　対象事業者：産業廃棄物収集運搬業者、特別管理産業廃棄物収集運搬業者

２．岩手県産業廃棄物・特別管理産業廃棄物の処分実績報告書（様式第26号）
　　盛岡市産業廃棄物・特別管理産業廃棄物の処分実績報告書（様式第33号）
　　対象事業者：産業廃棄物処分業者、特別管理産業廃棄物処分業者

発生事業所 運　搬　先
提　出　先

備　　　考
岩手県 盛岡市

岩手県内（盛岡市除く）

岩手県内（盛岡市除く） ○ ―
「☆」は盛岡市内に積替え・保管
施設を有する場合に提出（県
への報告は必要ない）。

岩手県の提出先
・県庁資源循環推進課（盛岡市内
の事業者及び県外事業者）

記上（）課生衛境環(局興振轄管・
以外）

盛岡市の提出先
　盛岡市廃棄物対策課

盛岡市内 ○ ☆

岩手県外 ○ ―

盛岡市内

岩手県内（盛岡市除く） ○ ☆

盛岡市内 ○ ☆

岩手県外 ○ ☆

岩手県外
岩手県内（盛岡市除く） ○ ―

盛岡市内 ○ ☆

事　業　者　区　分 提　出　先

岩手県内（盛岡市を除く）に存する産業廃棄物処理施設で処分 岩手県（管轄振興局環境衛生課）

盛岡市内に存する産業廃棄物処理施設で処分 盛岡市（廃棄物対策課）

移動式処理施設 岩手県（管轄振興局環境衛生課）
及び盛岡市（廃棄物対策課）

発生事業所 積替え・保管施設 運搬先

岩手県内（盛岡市除く）及び岩手県外 盛岡市内（経由地） 岩手県内（盛岡市除く）及び岩手県外

※１　岩手県への提出の場合は２部となります。盛岡市への提出部数は１部となります。
※２　実績がない場合は「実績なし」と記載して、提出してください。
※３　県の許可を有する収集運搬事業者であり、かつ盛岡市内に積替え・保管施設を有する場合において、次に掲げる運搬経路

の場合には、実績報告書の提出は県庁資源循環推進課（盛岡市内の事業者及び県外事業者）又は管轄振興局（それ以外）とな
ります。

※１　岩手県への提出の場合は２部となります。盛岡市への提出部数は１部となります。
※２　実績がない場合は「実績なし」と記載して、提出してください。
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３．岩手県産業廃棄物処理実績報告書（様式第23号）
　　盛岡市産業廃棄物処理実績報告書（様式第30号）
　　対象事業者：産業廃棄物処理施設設置者

４．岩手県特別管理産業廃棄物処理実績報告書（様式第24号）
　　盛岡市特別管理産業廃棄物処理実績報告書（様式第31号）
　　対象事業者：特別管理産業廃棄物を排出する事業者

５．岩手県廃棄物最終処分場残余容量報告書（様式第20号）
　　盛岡市廃棄物最終処分場残余容量報告書（様式第34号）
　　対象事業者：最終処分場を設置している事業者

６．岩手県特定産業廃棄物最終処分場状況等報告書（様式第21号）
　　盛岡市は岩手県と同じ様式です。
　　対象事業者：特定産業廃棄物最終処分場の設置者

事　業　者　区　分 提　出　先

岩手県内（盛岡市除く）廃棄物処理法第１５条に規定する産業廃棄物
処理施設を設置 岩手県（管轄振興局環境衛生課）

盛岡市内に設置 盛岡市（廃棄物対策課）

事　業　者　区　分 提　出　先

岩手県内（盛岡市除く）特別管理産業廃棄物を排出する事業場を設置 岩手県（管轄振興局環境衛生課）

盛岡市内に設置 盛岡市（廃棄物対策課）

事　業　者　区　分 提　出　先

岩手県内（盛岡市を除く）に最終処分場を設置 岩手県（管轄振興局環境衛生課）

盛岡市内に設置 盛岡市（廃棄物対策課）

事　業　者　区　分 提　出　先

岩手県内（盛岡市を除く）に特定産業廃棄物最終処分場を設置 岩手県（管轄振興局環境衛生課）

盛岡市内に設置 盛岡市（廃棄物対策課）

※１　岩手県への提出の場合は２部となります。盛岡市への提出部数は１部となります。
※２　実績がない場合は「実績なし」と記載して、提出してください。

※１　岩手県への提出の場合は２部となります。盛岡市への提出部数は１部となります。
※２　実績がない場合は「実績なし」と記載して、提出してください。

※１　岩手県への提出の場合は２部となります。盛岡市への提出部数は１部となります。

※１　岩手県への提出の場合は２部となります。盛岡市への提出部数は１部となります。
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７．岩手県多量排出事業者の産業廃棄物処理計画書（様式第二号の八）
　　　　　準多量排出事業者の産業廃棄物処理計画書（様式第一号）
　　　　　多量排出事業者の特別管理産業廃棄物処理計画書（様式第二号の十三）
　　盛岡市多量排出事業者の産業廃棄物と特別管理産業廃棄物の処理計画書は岩手県と同じ様式です。
　　　　　準多量排出事業者は盛岡市廃棄物処理計画書（様式第３号）
　　対象事業者：産業廃棄物の排出量が年間1,000t以上の事業者（多量排出事業者）
　　　　　　　　年間500t以上1,000t未満の事業者（準多量排出事業者）
　　　　　　　　特別管理産業廃棄物の年間排出量が50ｔ以上の事業者

８．岩手県多量排出事業者の産業廃棄物処理計画実施状況報告書（様式第二号の九）
　　　　　準多量排出事業者の産業廃棄物処理計画実施状況報告書（様式第二号）
　　　　　多量排出事業者の特別管理産業廃棄物処理計画実施状況報告書（様式第二号の十四）
　　盛岡市多量排出事業者の産業廃棄物と特別管理産業廃棄物の処理計画実施状況報告書は岩手県と同じ様式です。
　　　　　準多量排出事業者は盛岡市産業廃棄物処理計画実施状況報告書（様式第４号）
　　対象事業者：多量排出事業者・準多量排出事業者の（特別管理）産業廃棄物処理計画を提出した事業者

種　　　類 会社名
発　生　量 区　　　分 提　出　先

備　　　考
岩手県 盛岡市 多量 準多量 岩手県 盛岡市

産業廃棄物

A社
1100ｔ ― ○ ― ○ ―

岩手県の提出先
管轄振興局
（環境衛生課）

盛岡市の提出先
盛岡市廃棄物
対策課

― 700ｔ ― ○ ― ○

B社
600ｔ ― ― ○ ○ ―

― 100ｔ ― ― ― ―

C社
100ｔ ― ― ― ― ―

― 500ｔ ― ○ ― ○

D社
― 1100ｔ ○ ― ― ○

― ― ― ― ― ―

特別管理
産業廃棄物

E社
50ｔ ― ○ ― ○ ―

― 12ｔ ― ― ― ―

F社
― 52ｔ ○ ― ― ○

10ｔ ― ― ― ― ―

※１　岩手県への提出の場合は２部となります。盛岡市への提出の場合は１部となります。

※１　岩手県への提出の場合は２部となります。盛岡市への提出部数は１部となります。
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９．岩手県産業廃棄物管理票（マニフェスト）交付等状況報告書（様式第三号）
　　盛岡市は岩手県と同じ様式です。
　　対象事業者：前年度１年間において産業廃棄物管理票（マニフェスト）を交付した事業者

事　業　者　区　分
提　出　先

備　　　考
岩手県 盛岡市

岩手県内（盛岡市除く）事業所において排出さ
れた産業廃棄物（特別管理産業廃棄物）の処理
を委託し、産業廃棄物管理票（マニフェスト）
を交付した事業者

○ ― 岩手県（管轄振興局環境衛生課）

盛岡市の事業所において排出された産業廃棄
物（特別管理産業廃棄物）の処理を委託し、産
業廃棄物管理票（マニフェスト）を交付した事
業者

― ○ 盛岡市（廃棄物対策課）

※１　岩手県・盛岡市ともに提出部数は１部となります。
※２　電子マニフェストを用いた場合は、情報処理センターである（公財）日本産業廃棄物処理振興センターにより各都道府県知事

に報告されるため、事業者から報告する必要はありません。

受　付　窓　口
岩手県受付窓口 住　　　　　所 電話番号

県庁資源循環推進課 〒020－8570 盛岡市内丸10－1 019－629－5368

盛岡広域振興局保健福祉環境部 〒020－0023 盛岡市内丸11－1 019－629－6563

県南広域振興局保健福祉環境部 〒023－0053 奥州市水沢大手町5－5 0197－48－2422

花巻保健福祉環境センター 〒025－0075 花巻市花城町1－41 0198－41－5405

一関保健福祉環境センター 〒021－8503 一関市竹山町7－5 0191－26－1412

沿岸広域振興局保健福祉環境部 〒026－0043 釜石市新町6－50 0193－27－5523

宮古保健福祉環境センター 〒027－0072 宮古市五月町1－20 0193－64－2218

大船渡保健福祉環境センター 〒022－8502 大船渡市猪川町字前田6－1 0192－22－9814

県北広域振興局保健福祉環境部 〒028－8042 久慈市八日町1－1 0194－66－9681

二戸保健福祉環境センター 〒028－6103 二戸市石切所字荷渡6－3 0195－23－9219

盛岡市受付窓口 住　　　　　所 電話番号

廃棄物対策課 〒020－8531 盛岡市若園町2－18　3階 019－626－3755
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　江戸の町では増える一方のごみをすべて海岸の埋立に活
用することによって都市機能を強化し長期間維持すること
ができた。このように理解していました。
　江戸の一大プロジェクトは干潟の埋立でした。まず、内陸
部で用排水の堀を開削します。その掘削残土で海岸に潮除
け堤を築造して海から遮断し、ごみや土砂で埋め立てます。
隅田川の東側を埋め立てることにより広大な土地が確保さ
れ、造成地では新田開発も行われました。東京湾では現在も
海面埋立が続けられていますので、数百年間まったく同じ
ことをやってきたということになります。
　関東郡代職であった伊奈忠順（いなただのぶ）は、元禄 11
（1698）年に幕府から永代築地の命を受け、翌年には海側に
高さ約５メートル、幅約 10 メートル、延長約 2.7 キロメー
トルの石垣控え土手を完成させています。同時期に永代橋
架橋工事も手掛けていて、後に褒賞を受けています。
　江戸のごみ処理制度は寛文２（1662）年にできました。堀
や川への投棄防止の見地から幕府が埋立地を指定し、ごみ
捨て船（公儀船）で運搬するというものです。最初は永代浦
が指定されました。
　すべてのごみがこのルートで処理されれば問題はなかっ
たのですが、記録によると予定どおりごみが集まらないとい
う大問題があったようです。集まったごみは明治時代になっ
ても５分の１程度で、大部分はほかに流れて行きました。
　どこに行ったのかといえば、千葉方面で肥料にされてい
たというのが実態だったようです。近郊で野菜栽培する所
が多く、下肥だけでは間に合わないので、ごみから堆肥を
作っていたのです。さらに、埋立地は地盤沈下が続くので絶
えずごみを投入してかさ上げをせざるを得なかったので、
ごみが奪い合いになっていました。今では考えられないこ
とです。ごみに対する見方をすっかり変えなければなりま
せん。

　ごみ運搬船を所有して新たにごみの運搬を業として行う
者が現れ、公儀船を利用して各町からごみの運搬を請け
負っていた業者は反発しました。また、町が所有する運搬船
を用いて集めたごみを売却している地域もありました。さ
らに、農村側が船で直接買いに来ることまで行われるよう
になり、ごみの奪い合いになってしまいました。
　元禄９（1696）年に公儀船によるごみ収集制度が廃止さ
れますが、その背景としては有価物になったごみを民間業
者が運搬し売買するようになり、取締りの必要もなくなっ
たことがあげられます。
　享保 15（1730）年に永代浦に埋立の適地がなくなり越中
島後がごみ捨場として新たに指定されました。その後は不
法投棄が減少し「指定された埋立地以外に捨てるな」という
趣旨のお触れが次第に出されなくなっています。
　ごみによる埋立が進んだ深川地区はもともと干潟で、海藻
などの肥料原料の採取地でしたが、それが採れなくなったた
めやむなくごみを買い取らなければならなくなり、埋立に
よってますますごみの有価物化が進む展開になりました。

　浦安から東側の一体は砂地で有機物に乏しいので、江戸
のごみは大変ありがたかったと思います。「薪等を運んでき
た帰り船に（ごみを）載せ、海岸に積み置き、さつま芋の肥料
とする」と書かれているものがあります。現在の千葉市・船
橋市・習志野市・東京都江東区などがごみの受け皿になっ
た地域に当たります。
　千葉県では、明治になってもごみを買い取っています。明
治 15（1882）年の千葉県農商課の資料によれば、東京・横浜
からのごみ購入料は約 25,600 円で、今なら１億３千万円ほ
どでしょうか。
　伝染病の蔓延など衛生上の問題や夾雑物混入の増加によ
り明治以降ごみのたい肥利用は徐々に減少し、さらに、東京
に近い近郊がリゾート地として発展したこともあって、大
正 13（1924）年には殆ど利用されなくなってしまいました。

　そもそも何故ごみが肥料になったのでしょうか。今の時
代から見ればとても理解しがたい話です。江戸時代には、修
理を専門にする業者が沢山いたことを認識しなければなり
ません。
　鍋や釜のような鋳物製品については鋳掛屋（いかけや）が
いました。常にふいごを持参していたようで、声をかけられ
たらその場で鋳鉄片を溶かして修理していたとのこと。驚
きです。
　破損した陶磁器は焼き接ぎの職人がいて、白玉粉を使い
焼いてくっつけたとのこと。また。漆を使う方法もあったよ
うですがそれは高級品です。
　木質の古い椀は古椀買いが買い取り漆を塗りなおして再
販です。
　衣類は古着屋がパーツごとにバラし、あるいは高度な技
術で修繕して売る。すべてリユースが当たり前です。
　傘は捨てず、骨組みだけになると、古傘買いが買い取った
とのこと。また、上方（京阪）では物々交換が主流で、傘の骨
組みを土瓶や団扇（うちわ）などと交換してくれたようで
す。回収された傘は古傘買いが問屋に持ち込み、問屋は傘張
りの内職をしている人に外注し、再び商品に生まれ変わる
という循環型です。
　竈（かまど）から出る大量の灰は、灰買いが集めて回りま
した。灰は、藍染めの時に繊維を漂白し発色を良くしたり、
濁り酒を澄ませたり、田畑の土壌改良材になったり、実に多
用途です。
　これでは殆ど棄てるものがありません。唯一どうしよう
もないのが生ごみとそれに近いもの、細かくされてどうし
ようもなくなった木、紙、セルロースなどでしょう。そうで
あれば堆肥化の道は残ります。
　さて、江戸時代の海面埋立は単純ではなかったというこ
とが分かりました。ごみというものを背景に置いて歴史を
改めて見直してみたいものです。目からうろこかも知れま
せん。

（専務理事　吉田茂）

（ごみ争奪）
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のことなら
ククリリーーンンセセンンタターー花花泉泉
改良土（再生土）ユニ・ソイルは、建設工事や各種事

業などに伴って発生する無機性汚泥に特殊固化材を添

加し、粒状に安定化（造粒固化）処理した改良土です。

道路拡張、造成工事、公共下水道築造工事、地盤改良

工事、護岸堤防工事等の盛土材や埋戻し材、路床材、

築堤材などの土構造物構築に使用されています。

流動化処理土は改良土と水に固化材を加えて混練する

ことにより、高い流動性を持たせた土粒子配合の安定

処理土です。締め固め機械による施工が困難な狭い空

間などの埋め戻し、裏込め、充填などに用いられてい

ます。

◆土砂以上の優れた締固め度と、安心の安定品質

◆盛土・埋め戻し材・路床材・築堤材などにリサイクル

◆降雨などによって泥状に戻らない（再泥化しない）

◆「土壌の汚染に係る環境基準」の基準値を全てクリア

◆ご使用の目的に合わせて、安定した品質の流動化処理土

を製造し提供する事が可能

◆輸送時間にも配慮した製造工場の立地（一関・江刺）

◆現場内製造にも対応

◆改良土「ユニ・ソイル」を使用するリサイクル型埋

め戻し材のため、環境保全に貢献

再再生生建建設設資資材材

改改良良土土 再再生生土土 ユユニニ・・ソソイイルル

クリーンセンター花泉有限会社
本 社 〒029-3104 岩手県一関市花泉町日形字日形山2番地1

仙台営業所 〒983-0034  宮城県仙台市宮城野区扇町7丁目4-3

江刺営業所 〒023-1134 岩手県奥州市江刺玉里字柳沢70

石狩営業所 〒061-3244 北海道石狩市新港南1丁目28-26

産業廃棄物・汚泥リサイクル・再生建設資材は岩手県のクリーンセンター花泉有限会社へ

一般廃棄物処理業一般廃棄物運搬業
産業廃棄物運搬業産業廃棄物処理業土質改良業建設発生土 残土 処分一般建設業

汚染土壌処理事業
再生建設資材販売
浄化槽清掃業各種プラント清掃事業

移動式中間処理業

流流動動化化処処理理土土（（ ･･ ･･ ））

検 索クリーンセンター花泉 

詳しくは当社ホームページへ

TEL:0191-82-5393 FAX:0191-82-5391

TEL:0197-28-4433 FAX:0197-28-4435

TEL:022-794-9705 FAX:022-794-9706

TEL:0133-77-8207 FAX:0133-77-8208



Reduce
Reuse
Recycle

～循環型地域社会の形成に向けて～

産業廃棄物の
適正処理のために

岩手県岩手県

不法投棄は通報を！

または、最寄りの各広域振興局、各保健福祉環境センターへお問い合わせ下さい。

マニフェスト等の相談
（一社）岩手県産業資源循環協会
〒020－0023　盛岡市内丸16－15　内丸ビル5F

※産業廃棄物の相談についても、上記へお問い合わせください。

TEL 019－625－2201、2203  FAX 019ー624－1920

廃棄物処理センター

（一財）クリーンいわて事業団　いわてクリーンセンター
〒023－1101　奥州市江刺岩谷堂字大沢田113
TEL 0197－35－6700  FAX 0197ー35－7776
いわて県北クリーン（株）　いわて第2クリーンセンター
〒028－6505　九戸郡九戸村大字江刺家第20地割48－34
TEL 0195－42－4085  FAX 0195ー42－4550

〒020－0023　盛岡市内丸11－1
☎019－629－6563

〒025－0075　花巻市花城町1－41
☎0198－41－5405

〒023－0053　奥州市水沢大手町5－5
☎0197－48－2422

〒021－8503　一関市竹山町7－5
☎0191－26－1412

〒026－0043　釜石市新町6－50
☎0193－27－5523

〒027－0072　宮古市五月町1－20
☎0193－64－2218

〒022－8502　大船渡市猪川町字前田6－1
☎0192－22－9814

〒028－8042　久慈市八日町1－1
☎0194－66－9681

〒028－6103　二戸市石切所字荷渡6－3

編集：（一社）岩手県産業資源循環協会
発行：岩手県環境生活部資源循環推進課

☎0195－23－9219

盛岡広域振興局（環境衛生課）

花巻保健福祉環境センター（環境衛生課）

県南広域振興局（環境衛生課）

一関保健福祉環境センター（環境衛生課）

沿岸広域振興局（環境衛生課） 宮古保健福祉環境センター（環境衛生課）

大船渡保健福祉環境センター（環境衛生課） 県北広域振興局（環境衛生課）

二戸保健福祉環境センター（環境衛生課）

●不法投棄を見かけた方は、不法投棄者の特徴や車両のナンバー、場所、種類などを通報してください。
●不法投棄された廃棄物は現状のまま通報してください。

岩手県  環境生活部  資源循環推進課　〒020－8570　盛岡市内丸10－1
TEL 019－629－5366、5388  FAX 019ー629－5369

盛岡市  環境部  廃棄物対策課　〒020－8531　盛岡市若園町2－18
TEL 019－651－4111（代表）  FAX 019ー626－4153

報
通

 

・先
絡
連

盛岡市内に
関することの
通報・連絡は
こちらへ

H31.4.1（一社）岩手県産業廃棄物協会から名称を変更しました

Reduce　Reuse　Recycle

特集

法人名変更後　第5号
産業廃棄物協会改め、産業資源循環協会に
法人名変更後　第5号
産業廃棄物協会改め、産業資源循環協会に
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